
 
非
自
発
的
失
業
者
の
方
へ

国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減

さ
れ
ま
す

　
非
自
発
的
失
業
者（
倒
産
・
解

雇
・
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
る
失

業
）の
方
は
、
国
民
健
康
保
険

税
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
対
象
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で

交
付
さ
れ
る
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
の
離
職
理
由
コ
ー
ド
が
、

「
11
・
12
・
21
・
22
・
31
・
32（
特

定
受
給
資
格
者
）」「
23
・
33
・
34

（
特
定
理
由
離
職
者
）」に
該
当
す

る
方
で
、
軽
減
期
間
は
、
離
職

の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま
で
で

す
。
な
お
高
齢
受
給
資
格
者
お

よ
び
特
例
受
給
資
格
者
の
方
は

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　
国
民
健
康
保
険
税
は
、
前
年

の
所
得
を
基
に
算
定
し
ま
す

が
、
対
象
者
の「
給
与
所
得
」を

３
割
に
減
額
し
て
算
定
す
る
こ

と
に
よ
り
、
失
業
さ
れ
た
方
の

負
担
を
軽
減
し
ま
す
。

　
軽
減
を
受
け
る
た
め
に
は
、
届

け
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
を
ご
確

認
の
上
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
町
民
生
活
課

☎
７
２

６
９
３
３

情
報
通
信
の
安
心
安
全
な 

利
用
の
た
め
の
標
語
募
集

　
情
報
通
信
に
お
け
る
安
心
安

全
推
進
協
議
会
で
は
、
初
心
者

を
含
む
情
報
通
信
利
用
者
が
情

報
通
信
を
安
全
・
安
心
に
利
用

す
る
た
め
の
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
、

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る

意
識
や
知
識
の
重
要
性
に
気
付

き
、
考
え
る
き
っ
か
け
と
す
る

こ
と
を
目
的
に
、
標
語
を
公
募

し
、
受
賞
作
を
用
い
た
啓
発
活

動
を
行
い
ま
す
。

■
応
募
期
間

　
２
月
28
日
㊎
ま
で（
必
着
）

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

　
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
情
報
通
信
に
お
け
る
安
心
安

全
推
進
協
議
会

☎
０
３

５
４
０
３

１
０
９
０

http://fm
m
c.or.jp/hyougo/

　
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
方
が
、
国

民
年
金
ま
た
は
厚
生
年
金
保
険
の
被

保
険
者
資
格
を
喪
失
し
、
日
本
を
出

国
し
た
場
合
、
日
本
に
住
所
を
有
し

な
く
な
っ
た
日
か
ら
２
年
以
内
に
脱

退
一
時
金
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

■
支
給
要
件

・
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
方

・
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の
受
給
資
格

　
期
間
を
満
た
し
て
い
な
い
方

・
日
本
に
住
所
を
有
し
な
い
方

・
第
１
号
被
保
険
者（
任
意
加
入
被

　
保
険
者
も
含
む
）の
期
間
が
６
月

　
以
上
あ
る
方

・
国
民
年
金
被
保
険
者
で
な
い
方

※
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の
方
や
日

　
本
に
住
所
を
有
し
て
い
る
方
、
年

　
金
を
受
給
し
た
こ
と
が
あ
る
方
な

　
ど
は
、
脱
退
一
時
金
を
請
求
す
る

　
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

■
必
要
書
類

・
パ
ス
ポ
ー
ト（
旅
券
）の
写
し

・
銀
行
名
、
支
店
名
、
口
座
番
号
お

よ
び
請
求
者
本
人
の
口
座
名
義
で

あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類（
預

金
通
帳
の
コ
ピ
ー
や
銀
行
が
発
行

し
た
証
明
書
な
ど
）

・
年
金
手
帳

※
脱
退
一
時
金
を
受
け
取
っ
た
場
合
、

　
そ
の
該
当
す
る
期
間
は
年
金
の
加

　
入
期
間
で
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り

　
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
提
出
先

　
脱
退
一
時
金
を
請
求
さ
れ
る
と
き

は
、
日
本
か
ら
出
国
後
２
年
以
内
に

脱
退
一
時
金
請
求
書
を
、
日
本
年
金

機
構
本
部
へ
郵
送
ま
た
は
電
子
申
請

で
提
出
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

問
郡
山
年
金
事
務
所

☎
０
２
４

９
３
２

３
４
３
４

問
町
民
生
活
課

☎
７
２

６
９
３
３

国
民
年
金
コ
ー
ナ
ー

短
期
在
留
外
国
人
の
脱
退
一
時
金
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